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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】棒状の揮散体により容器内の薬液を吸い上げて
揮散させる薬液揮散器において、漏れ出した薬液が容器
の外表面及びその周辺環境を汚すことを防止する。
【解決手段】薬液揮散器は、上部に開口Ｓ１を有し、内
部に薬液を収容するための容器２と、前記薬液を前記容
器内から吸い上げるべく、前記容器外へその一部が露出
するように前記開口を介して前記容器内に挿入される棒
状の揮散体３とを備える。前記容器は、口部２３を有す
る容器本体４と、前記口部を上方から覆うように、前記
容器本体に取り付けられるカバー部材５とを含む。前記
カバー部材は、前記開口が形成される天面部５０を有す
る。前記天面部のうち、前記開口を画定する内周縁部５
０１は、前記口部の上端部２３１よりも径方向内方に位
置する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部に開口を有し、内部に薬液を収容するための容器と、
　前記薬液を前記容器内から吸い上げるべく、前記容器外へその一部が露出するように前
記開口を介して前記容器内に挿入される棒状の揮散体と
を備え、
　前記容器は、
　口部を有する容器本体と、
　前記口部を上方から覆うように、前記容器本体に取り付けられるカバー部材と
を含み、
　前記カバー部材は、前記開口が形成される天面部を有し、
　前記天面部のうち、前記開口を画定する内周縁部は、前記口部の上端部よりも径方向内
方に位置する、
薬液揮散器。
【請求項２】
　前記カバー部材は、前記天面部の下面から下方に延び、前記口部に挿入される筒状の壁
部をさらに有する、
請求項１に記載の薬液揮散器。
【請求項３】
　前記壁部の下端部は、前記容器本体の内面から離間している、
請求項２に記載の薬液揮散器。
【請求項４】
　前記口部は、筒状であり、
　前記壁部は、前記口部の内面に沿って延びる第１部分を含む、
請求項２に記載の薬液揮散器。
【請求項５】
　前記壁部は、前記第１部分の下端部から延びる第２部分をさらに含み、
　前記第２部分は、前記容器本体の内面から離間している、
請求項３に記載の薬液揮散器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬液揮散器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、薬液が収容された容器内に、棒状の揮散体を容器内から突出するような態様
で挿入して使用する薬液揮散器が知られている（例えば、特許文献１及び２参照）。この
タイプの薬液揮散器では、容器内の薬液が揮散体に吸い上げられて外部空間に揮散するこ
とにより、薬液の有する芳香効果等の効果が外部空間に付与される。特許文献２の薬液揮
散器では、容器本体の口部にこれを外側から覆うカバー部材（特許文献２では、蓋部材と
呼ばれている）が取り付けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１１５３６４号公報
【特許文献２】特開２０１８－２０３２８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献２のような薬液揮散器では、揮散体により吸い上げられた薬液の一
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部が漏れ出し、容器本体やカバー部材の外表面に付着することがある。また、薬液が容器
本体やカバー部材から落下して、その周辺環境を汚す虞もある。
【０００５】
　本発明は、棒状の揮散体により容器内の薬液を吸い上げて揮散させる薬液揮散器におい
て、漏れ出した薬液が容器の外表面及びその周辺環境を汚すことを防止することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１観点に係る薬液揮散器は、上部に開口を有し、内部に薬液を収容するため
の容器と、前記薬液を前記容器内から吸い上げるべく、前記容器外へその一部が露出する
ように前記開口を介して前記容器内に挿入される棒状の揮散体とを備える。前記容器は、
口部を有する容器本体と、前記口部を上方から覆うように、前記容器本体に取り付けられ
るカバー部材とを含む。前記カバー部材は、前記開口が形成される天面部を有する。前記
天面部のうち、前記開口を画定する内周縁部は、前記口部の上端部よりも径方向内方に位
置する。
【０００７】
　本発明の第２観点に係る薬液揮散器は、第１観点に係る薬液揮散器であって、前記カバ
ー部材は、前記天面部の下面から下方に延び、前記口部に挿入される筒状の壁部をさらに
有する。
【０００８】
　本発明の第３観点に係る薬液揮散器は、第２観点に係る薬液揮散器であって、前記壁部
の下端部は、前記容器本体の内面から離間している。
【０００９】
　本発明の第４観点に係る薬液揮散器は、第２観点に係る薬液揮散器であって、前記口部
は、筒状である。前記壁部は、前記口部の内面に沿って延びる第１部分を含む。
【００１０】
　本発明の第５観点に係る薬液揮散器は、第３観点に係る薬液揮散器であって、前記壁部
は、前記第１部分の下端部から延びる第２部分をさらに含む。前記第２部分は、前記容器
本体の内面から離間している。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、棒状の揮散体により容器内の薬液を吸い上げて揮散させる薬液揮散器
において、漏れ出した薬液が容器の外表面及びその周辺環境を汚すことを防止することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る薬液揮散器の斜視図。
【図２】本発明の一実施形態に係る揮散体の横断面図。
【図３】本発明の一実施形態に係る容器の斜視図。
【図４】本発明の一実施形態に係る容器の縦断面図。
【図５】本発明の一実施形態に係るカバー部材の平面図。
【図６】本発明の一実施形態に係るカバー部材の底面図。
【図７Ａ】参考例に係る揮散体とコーナー部との接触箇所の様子を示す部分的な縦断面図
。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態に係る揮散体とコーナー部との接触箇所の様子を示す部分
的な縦断面図。
【図８Ａ】変形例に係るカバー部材の部分的な縦断面図。
【図８Ｂ】別の変形例に係るカバー部材の部分的な縦断面図。
【図８Ｃ】さらに別の変形例に係るカバー部材の部分的な縦断面図。
【図８Ｄ】さらに別の変形例に係るカバー部材の部分的な縦断面図。
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【図８Ｅ】さらに別の変形例に係るカバー部材の部分的な縦断面図。
【図９】変形例に係る揮散体と第１面部との接触箇所の様子を示す部分的な縦断面図。
【図１０Ａ】変形例に係るカバー部材と容器本体との接続部分の部分的な縦断面図。
【図１０Ｂ】別の変形例に係るカバー部材と容器本体との接続部分の部分的な縦断面図。
【図１０Ｃ】さらに別の変形例に係るカバー部材と容器本体との接続部分の部分的な縦断
面図。
【図１０Ｄ】さらに別の変形例に係るカバー部材と容器本体との接続部分の部分的な縦断
面図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態に係る薬液揮散器１について説明する。
【００１４】
　＜１．薬液揮散器の全体構成＞
　図１に、本発明の一実施形態に係る薬液揮散器１の斜視図を示す。同図に示すように、
薬液揮散器１は、薬液が収容される容器２と、容器２内に挿入される少なくとも１本の棒
状の揮散体３とを備える。容器２は、上部に開口Ｓ１を有し、この開口Ｓ１を介して容器
２内に揮散体３が挿入される。なお、本明細書でいう「上」「下」は、特に断らない限り
、図１に示す使用状態を基準に定義される。
【００１５】
　ここで使用される薬液は、特にその種類は限定されないが、典型的には芳香剤、消臭剤
又は防虫剤、或いはこれらの混合物であり、使用目的に応じて、香料、消臭成分、防虫成
分、着色料等の添加剤が含有される。薬液に含まれる溶媒は、使用される添加剤の種類に
応じて適宜選択され、親水性溶媒又は親油性溶媒、或いはこれらの混合物とすることがで
きる。薬液が香料を含む場合には、その香り強度を高めるために、溶媒として少なくとも
親油性溶媒を含むことが好ましい。親水性溶媒としては、例えば、水又はエタノール、或
いはこれらの混合物を使用することができる。親油性溶媒としては、例えば、グリコール
エーテル又はイソパラフィン系溶媒、或いはこれらの混合物を使用することができる。ま
た、薬液には、香料、消臭成分、防虫成分、着色料等の機能性成分を可溶化させるために
、溶解剤が含まれていてもよい。
【００１６】
　棒状の揮散体３は、容器２内からその一部が突出するような態様で容器２内に差し込ま
れる。すなわち、揮散体３は、容器２の高さに対し十分な長さを有しており、下端部３ａ
が容器２内に配置され、上端部３ｂが容器２外に露出するような態様で容器２内に挿入さ
れる。このとき、薬液揮散器１のインテリア性を向上させるべく、揮散体３は、上下方向
に対し傾斜した状態で容器２内にセットされる。また、図１に示すように、同時に複数本
の揮散体３が使用される場合には、これらの揮散体３が様々な方向を向き、放射状に延び
るように容器２内にセットされる。
【００１７】
　揮散体３は、後述されるように、薬液を毛細管現象により重力に逆らって吸い上げるこ
とが可能な構造を有している。その結果、容器２内の薬液は、揮散体３を伝って下端部３
ａから上端部３ｂまで上昇することができ、揮散体３の外表面から外部空間へと揮散（自
然蒸散）する。これにより、薬液は、薬液揮散器１の置かれた周囲の空間へ拡散される。
【００１８】
　揮散体３の形状及び材質は、薬液を吸い上げて外部に揮散させることができる限り、特
に限定されない。揮散体３は、典型的には、内部に微細孔を有する細長い略円柱形状を有
しており、ラタン等の天然素材から構成することもできるし、ポリエチレン、ポリアセタ
ール等の合成樹脂から構成することもできる。本実施形態に係る揮散体３は、図２に示す
横断面形状を有する。この例では、揮散体３は、ポリエチレンテレフタレートとポリウレ
タンから構成され、内部に多数の不定形の微細孔３１を有する。また、この揮散体３の外
表面には、多数の溝３２が形成されている。これらの溝３２は、揮散体３の軸方向に沿っ
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て下端部３ａから上端部３ｂまで筋状に延びている。すなわち、揮散体３の横断面は、周
方向に沿って滑らかな輪郭線ではなく、凹凸を有する輪郭線を有する。また、これらの溝
３２は、揮散体３の周方向に沿って概ね等間隔に配置されている。薬液は、毛細管現象に
より、微細孔３１だけでなく、溝３２に沿っても吸い上げられる。そのため、本実施形態
の揮散体３の外表面には、薬液が多量に付着し易くなっている。
【００１９】
　＜２．容器の詳細＞
　図３に、容器２の斜視図を示し、図４に、容器２の縦断面図を示す。これらの図に示す
ように、本実施形態に係る容器２は、容器本体４と、容器本体４に取り付けられるカバー
部材５とを含む。
【００２０】
　＜２－１．容器本体＞
　容器本体４は、底面部１０を有する。本実施形態では、底面部１０は、その周縁部１２
がその中央部１１よりも窪んだ形状を有している。従って、容器２内の薬液は、残量が少
なくなると、底面部１０の周縁部１２の窪みに溜まることになる。一方で、棒状の揮散体
３の下端部３ａは、多くの場合、底面部１０の周縁部１２に配置される。従って、揮散体
３と薬液とが接触し易い構成となっているため、薬液を最後まで使い切ることができる。
【００２１】
　容器本体４は、底面部１０からその外周縁に沿って起立する筒状の胴部２１と、胴部２
１の上端に連続する肩部２２と、さらに肩部２２の上端に連続する首部２３とを有する。
これに限定されないが、本実施形態では、平面視において、底面部１０、胴部２１、肩部
２２及び首部２３の外形は、全て略円形であり、中心が一致する。首部２３は、容器２の
上部の開口Ｓ１に連通する口部を構成する筒状の部位である。以下、首部２３を口部と呼
び、同じく参照符号２３を付すことがある。
【００２２】
　口部２３は、胴部２１よりも縮径されている。これにより、薬液揮散器１の転倒時には
肩部２２が壁となり、薬液が開口Ｓ１を介してこぼれにくくなる。特に本実施形態では、
口部２３が胴部２１と同軸に配置されるため、薬液揮散器１がどの方向に転倒したとして
も肩部２２が壁となり、薬液のこぼれを抑制することができる。また、開口Ｓ１の横断面
の面積が胴部２１の横断面の面積よりも狭いため、容器２内に収容される薬液の量に対し
、開口Ｓ１を介して容器２内から自然蒸散する薬液の量を抑制することができる。
【００２３】
　本実施形態では、肩部２２は、段差を有し、下段部２２１と、下段部２２１の上方に位
置する上段部２２２とを有する。平面視において、下段部２２１は、上段部２２２を外側
から囲むように配置される。また、口部２３の上端部２３１は、フランジ状に形成されて
いる。以下、上端部２３１をフランジ部と呼び、同じく参照符号２３１を付すことがある
。
【００２４】
　容器本体４の材質は特に限定されず、本実施形態では、ガラス製であるが、その他、例
えば、合成樹脂製とすることができる。インテリア性を向上させ、薬液の残量を外部から
視認できるようにする観点からは、容器２は、透明（半透明を含む）に形成されているこ
とが好ましい。
【００２５】
　＜２－２．カバー部材＞
　図３及び図４に示すように、カバー部材５は、口部２３を上方から覆うように容器本体
４に取り付けられる。カバー部材５は、天面部５０を有し、天面部５０に容器２の開口Ｓ
１が形成される。図５は、カバー部材５の平面図であり、図６は、カバー部材５の底面図
である。なお、図４は、図５のＣ１－Ｃ１断面図、及び図６のＣ２－Ｃ２断面図に相当す
る。カバー部材５の材質は特に限定されず、本実施形態では、合成樹脂製、特にポリプロ
ピレン製であるが、その他、例えば、木製とすることができる。
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【００２６】
　天面部５０は、開口Ｓ１を外側から囲み、開口Ｓ１を画定する第１面部５１と、第１面
部５１を外側から囲む第２面部５２とを含む。第１面部５１の上面は、径方向外方に向か
って上方へ傾斜する斜面を構成する。第１面部５１の上面は、縦断面視において直線状で
ある。第２面部５２の上面は、実質的に水平方向に延びる。なお、本実施形態の説明にお
いて「径方向」及び「周方向」とは、特に断らない限り、開口Ｓ１の中心を通り、上下方
向に延びる軸を基準に定義される。本実施形態では、開口Ｓ１は、略円形であり、第１面
部５１及び第２面部５２の外形も、平面視において略円形である。また、平面視において
、開口Ｓ１、第１面部５１及び第２面部５２の外形の中心は、全て口部２３の中心軸に重
なる。
【００２７】
　また、カバー部材５は、第１面部５１の下面から下方に延びる筒状の壁部５３を有する
。壁部５３は、第１面部５１のうち、開口Ｓ１を画定する内周縁部５０１から下方に、周
方向に沿って延びている。本実施形態では、壁部５３の外形も、平面視において略円形で
あり、開口Ｓ１と中心が一致する。壁部５３の外径は、容器本体４の口部２３の内径より
もやや小さい。よって、壁部５３は、容器本体４の口部２３の内面に接触しつつ又は当該
内面からやや間隔を空けて、口部２３内に挿入される。壁部５３の内側の空間は、開口Ｓ
１に連通しており、同空間には揮散体３が挿入される。
【００２８】
　第１面部５１の内周縁部５０１は、口部２３の上端部２３１よりも径方向内方に位置す
る。壁部５３は、内周縁部５０１から口部２３の内面に沿って下方に延びる第１部分５３
１と、第１部分５３１の下端部からさらに下方に延びる第２部分５３２とを含む。図４に
示すように、第１部分５３１は、容器本体４の内面（口部２３の内面）に接触している又
は殆ど接触しているが、第２部分５３２は、容器本体４の内面から一定程度離間している
。本実施形態では、第１部分５３１及び第２部分５３２は、ともに上下方向に略一直線状
に延びる。しかしながら、容器本体４の内面が肩部２２の位置で壁部５３から下方に向か
うにつれて径方向外方へ離れてゆくため、第２部分５３２と容器本体４の内面との隙間Ｓ
２が、第１部分５３１と容器本体４の内面との隙間より大きくなる。また、本実施形態で
は、第２部分５３２の外面が、下方に向かうにつれて径方向内方に向かうため、隙間Ｓ２
は、第１部分５３１と容器本体４の内面との隙間よりさらに大きくなる。隙間Ｓ２は、下
方に向かうにつれて徐々に大きくなる。
【００２９】
　また、カバー部材５は、天面部５０の下面から下方に延びる複数の爪部５４を有する。
これらの爪部５４は、天面部５０の下面において壁部５３から径方向外方に間隔を空けつ
つ、周方向に沿って所定の間隔で配置されている。これに限られないが、爪部５４は、周
方向に沿って等間隔に配置されることが好ましい。各爪部５４は、天面部５０の下面から
下方に延びる薄板状の突出片５４１と、突出片５４１の下端部に連続し、突出片５４１よ
りも径方向内方に膨出する引っ掛け部５４２とを有する。カバー部材５を容器本体４に取
り付けるときには、壁部５３と爪部５４との間に、容器本体４の口部２３が挿入される。
このとき、引っ掛け部５４２は、突出片５４１の弾性変形により、口部２３のフランジ部
２３１を乗り越える。その後、引っ掛け部５４２とフランジ部２３１とが引っ掛かり合う
ことにより、強い外力が加えられない限り、カバー部材５と容器本体４との連結状態が維
持され、両部材５及び４が意図せず外れることがない。一方で、意図的に上下方向の力を
加えることにより、カバー部材５を容器本体４から取り外すことができる。カバー部材５
と容器本体４とは、着脱自在である。
【００３０】
　また、カバー部材５は、天面部５０の周縁部から下方に延びる筒状の外周壁部５５を有
する。外周壁部５５の下端部は、カバー部材５を容器本体４に取り付けたときに、容器本
体４の肩部２２の下段部２２１の上面に接触する。本実施形態では、天面部５０とカバー
部材５の胴部２１とは、平面視において外形が概ね一致し、容器２は、全体として円柱形
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状となる。
【００３１】
　天面部５０は、内周縁部５０１において、容器２内に挿入された揮散体３が接触可能な
コーナー部５７を形成する。コーナー部５７は、開口Ｓ１に面し、周方向に沿って延びる
。コーナー部５７は、天面部５０の縦断面視において面取りされており、丸みを帯びてい
る。本実施形態では、揮散体３は、その下端部３ａが容器本体４の底面部１０の周縁部１
２の窪みに入っているとき、言い換えると、揮散体３が容器２内で鉛直上下方向に対し最
も傾斜している状態（以下、最大傾斜状態という）において、コーナー部５７に接触する
ことができる。
【００３２】
　ところで、揮散体３により吸い上げられる薬液、特にその外表面に沿って吸い上げられ
る薬液は、その一部が天面部５０の主として第１面部５１上に漏れ出し、これに付着する
。このように、第１面部５１上に漏れ出した薬液が、第１面部５１上に留まり、天面部５
０の上面を汚していると、外観上必ずしも美しくない。さらに容器２の転倒時に、第１面
部５１上に留まっている薬液が周囲環境を汚す虞がある。また、周囲の温度や湿度等の環
境条件により揮散体３から薬液が多分に漏れ出すと、薬液が第１面部５１から第２面部５
２に達し、第２面部５２の外周縁から落下して、容器２の側面及びその周辺環境を汚す虞
も生じる。これに対し、以上のコーナー部５７は、第１面部５１上に漏れ出した薬液を迅
速に容器本体４内に戻すのを助長する。よって、薬液が容器２の外表面（天面部５０の上
面、及び容器２の側面を含む）及びその周辺環境を汚すことを防止することができる。
【００３３】
　具体的に説明すると、揮散体３により吸い上げられた薬液は、通常、天面部５０上にお
いて、第一に、揮散体３が接触するコーナー部５７の近傍に集まる。このとき、図７Ａに
示すように、仮にコーナー部５７に相当するコーナー部５７´が縦断面視において丸みを
帯びておらず、直角を為していると、揮散体３とコーナー部５７´の近傍の部位とにより
画定される空間Ｓ３´が広くなる。一方、本実施形態のように、コーナー部５７が縦断面
視において丸みを帯びていると、図７Ｂに示すように、揮散体３とコーナー部５７の近傍
の部位とにより画定される空間Ｓ３が狭くなる。このような狭められた空間Ｓ３は、薬液
を高密度に溜めやすく、その結果、より大きな液滴が形成され、その重量がより大きくな
るため、薬液が下方に向かって容器本体４内へと落下し易くなる。
【００３４】
　以上のような効果を効率的に発揮させる観点からは、コーナー部５７の縦断面における
曲率半径は、最大傾斜状態の揮散体３とコーナー部５７の接点において、０．５ｍｍ～３
．５ｍｍであることが好ましく、１ｍｍ～３ｍｍであることがより好ましく、１．５ｍｍ
～２．５ｍｍであることがさらに好ましい。
【００３５】
　また、本実施形態では、第１面部５１が径方向内方に向かって下方に傾斜しているため
、第１面部５１上に集められた薬液は、重力により第１面部５１上を開口Ｓ１に向かって
移動し易い。そのため、薬液は、壁部５３を伝って容易に落下し、容器本体４内に戻るこ
とができる。
【００３６】
　第１面部５１の上面は、水平方向に対して４０°以下の角度を為すように構成してもよ
い。第１面部５１の上面が水平に近づくと、薬液が開口Ｓ１を介して容器本体４内に戻り
難くなる。しかしながら、本実施形態では、コーナー部５７により薬液の戻りを助長する
ことができるため、第１面部５１の上面を水平に近づけることも可能である。
【００３７】
　ところで、上述した壁部５３と容器本体４の内面との間の広い隙間Ｓ２は、天面部５０
から開口Ｓ１を介して容器本体４内に戻ろうとする薬液が、再び容器２の外部に漏れ出す
のを防止することができる。すなわち、仮に壁部５３がない、或いは壁部５３の第２部分
５３２が省略される場合には、開口Ｓ１を介して容器本体４内に戻ろうとする薬液は、図
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４に矢印Ａ１で示されるようなルートを辿って外部に漏れ出す虞がある。このとき、薬液
は、毛細管現象により、第１部分５３１と容器本体４の内面との間の狭い隙間を伝って上
昇し得、その後、容器本体４の口部２３及び肩部２２に沿って容易に外部に漏れ出し得る
。特に、口部２３の上端部２３１と天面部５０との隙間が狭い場合や、口部２３の外面と
爪部５４との隙間が狭い場合には、この問題が助長され得る。しかしながら、本実施形態
では、以上の隙間Ｓ２の存在により、薬液が、ここで述べたような狭い隙間に達するのを
防止することができ、容器２の外側面及びその周辺環境を汚す虞が低減される。
【００３８】
　＜３．変形例＞
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、種々の変更が可能である。例えば、以
下の変更が可能である。また、以下の変形例の要旨は、適宜組み合わせることができる。
【００３９】
　＜３－１＞
　上述した天面部５０の上面の構成は、例示であり、様々に構成することができる。例え
ば、斜面を構成する第１面部５１を省略することもできるし（図８Ａ参照）、第１面部５
１の上面が実質的に水平に延びていてもよいし（図８Ｂ参照）、第１面部５１の斜面が縦
断面視において湾曲していてもよい（図８Ｃ参照）。図８Ｂ及び図８Ｃの例では、２か所
に、容器２内に挿入された揮散体３が接触可能な丸みを帯びたコーナー部５７が形成され
ている。第２面部５２の上面は、実質的に水平に延びていなくてもよく、特に径方向外方
に向かって上方へ傾斜していてもよい（図８Ｄ参照）。ただし、インテリア性を確保する
観点からは、第２面部５２の上面は、実質的に水平に延びていることが好ましい。このよ
うな観点から、第２面部５２の上面は、水平方向に対して４０°以下の角度を為すことが
好ましく、３５°以下の角度を為すことがより好ましく、３０°以下の角度を為すことが
さらに好ましく、２５°以下の角度を為すことがさらに好ましく、２０°以下の角度を為
すことがさらに好ましく、１５°以下の角度を為すことがさらに好ましく、１０°以下の
角度を為すことがさらに好ましい。また、第２面部５２を省略することもできる（図８Ｅ
参照）。
【００４０】
　＜３－２＞
　上記実施形態では、図４のとおり、天面部５０の第１面部５１の上面は緩やかに傾斜し
ており、容器２内に挿入された揮散体３は、第１面部５１の上面に沿うように接触するこ
とができない。しかしながら、第１面部５１の上面は、容器２内に挿入された揮散体３が
、第１面部５１の上面に沿うように接触可能な角度で、径方向外方に向かって上方へ傾斜
するように構成してもよい（図９参照）。言い換えると、第１面部５１は、縦断面視にお
いて揮散体３と点ではなく、直線状に接触するように構成してもよい。このとき、最大傾
斜状態の揮散体３が、第１面部５１の上面に縦断面視において直線状に接触できるように
構成することができる。以上のとおりの第１面部５１は、第１面部５１上に漏れ出した薬
液を迅速に容器本体４内に戻すのを助長することができる。
【００４１】
　具体的に説明すると、揮散体３により吸い上げられた薬液は、通常、天面部５０上にお
いて、第一に、揮散体３と第１面部５１とが接触する箇所の近傍に集まる。そして、揮散
体３と第１面部５１とが縦断面視において直線状に接触している場合には、揮散体３と第
１面部５１との間に形成される隙間は、極めて微小となる。このように極めて微小な隙間
は、毛細管現象により周辺の薬液を引き込みやすく、その結果、重力により、薬液が第１
面部５１上を開口Ｓ１に向かって移動し易い。その後、薬液は、壁部５３を伝って落下し
、容器本体４内に容易に戻ることができる。
【００４２】
　また、本変形例においても、第１面部５１の内周縁の位置におけるコーナー部５７は、
縦断面視において面取りされており、丸みを帯びていることが好ましい。これに代えて又
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取りされており、丸みを帯びているが好ましい。これらのコーナー部５７及び５８は、開
口Ｓ１に面し、周方向に沿って延びる。そして、これらのコーナー部５７及び５８も、天
面部５０上に漏れ出した薬液を迅速に容器本体４内に戻すのを助長することができる。
【００４３】
　以上のような効果を効率的に発揮させる観点からは、コーナー部５７及び５８の縦断面
における曲率半径は、０．２ｍｍ～５０ｍｍであることが好ましく、０．５ｍｍ～３０ｍ
ｍであることがより好ましく、１ｍｍ～２０ｍｍであることがさらに好ましい。
【００４４】
　＜３－３＞
　上記実施形態において、壁部５３は省略することができる（図１０Ａ参照）。このよう
な場合においても、カバー部材５の天面部５０の内周縁部５０１が、口部２３の上端部２
３１よりも径方向内方に位置する場合には、容器本体４とカバー部材５との隙間を介して
薬液が外部に漏れ出すのを抑制することができる。
【００４５】
　また、壁部５３の長さも様々に調整することができ、例えば、第２部分５３２を省略す
ることができる（図１０Ｂ参照）。この場合、容器本体４とカバー部材５との隙間を介し
て薬液が外部に漏れ出すためには、薬液は、第１部分５３１の外面と口部２３の内面との
間を重力に逆らって上昇する必要がある。よって、上記実施形態の場合には劣るものの、
このような場合にも、薬液が外部に漏れ出すのを抑制することができる。
【００４６】
　また、容器本体４の口部２３が、筒状ではなく、平らな天面部により構成される場合に
、口部２３に壁部５３を挿入してもよい（図１０Ｃ参照）。さらに、このとき、壁部５３
が径方向内方に向かって下方へ傾斜していてもよい（図１０Ｄ参照）。このような場合に
おいても、壁部５３の下端部が容器本体４の内面から離間している場合には、容器本体４
とカバー部材５との隙間を介して薬液が外部に漏れ出すのを抑制することができる。図１
０Ｃ及びＤの例では、壁部５３の下端部は、天面部である口部２３の下面よりも下方まで
延びている。
【符号の説明】
【００４７】
１　薬液揮散器
２　容器
２３　首部（口部）
２３１　上端部（フランジ部）
３　揮散体
４　容器本体
５　カバー部材
５０　天面部
５０１　内周縁部
５１　第１面部
５２　第２面部
５３　壁部
５３１　第１部分
５３２　第２部分
Ｓ１　開口
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【図７Ａ】
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【図８Ａ】
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【図８Ｃ】

【図８Ｄ】

【図８Ｅ】

【図９】

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】
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